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平成２９年小野町議会定例会２月会議 

 

議 事 日 程 （第１号） 

                            平成２９年２月１６日（木曜日）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議会運営委員長報告 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第 １号 平成２８年度小野町一般会計補正予算（第５号） 

             〔上程、説明、質疑、以下日程第１１まで同じ〕 

日程第 ５ 議案第 ２号 平成２８年度小野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第 ６ 議案第 ３号 平成２８年度小野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議案第 ４号 平成２８年度小野町除染対策事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議案第 ５号 平成２８年度小野町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第 ９ 議案第 ６号 平成２８年度小野町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１０ 議案第 ７号 平成２８年度小野町文化・体育振興基金特別会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第 ８号 平成２８年度小野町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第１２ 議案第 ９号 平成２９年度小野町一般会計予算 

             〔上程、説明、質疑、以下日程第１９まで同じ〕 

日程第１３ 議案第１０号 平成２９年度小野町国民健康保険特別会計予算 

日程第１４ 議案第１１号 平成２９年度小野町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１５ 議案第１２号 平成２９年度小野町介護保険特別会計予算 

日程第１６ 議案第１３号 平成２９年度小野町介護保険サービス事業特別会計予算 

日程第１７ 議案第１４号 平成２９年度小野町浄化槽整備推進事業特別会計予算 

日程第１８ 議案第１５号 平成２９年度小野町文化・体育振興基金特別会計予算 

日程第１９ 議案第１６号 平成２９年度小野町水道事業会計予算 

日程第２０ 議案第１７号 小野町ふるさと応援寄付金基金条例について 

             〔上程、説明、質疑、以下日程第２２まで同じ〕 

日程第２１ 議案第１８号 小野町子ども・子育て会議条例について 

日程第２２ 議案第１９号 小野町子育て世代包括支援センター設置条例について 

日程第２３ 議案第２０号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

             〔上程、説明、質疑、以下日程第２７まで同じ〕 

日程第２４ 議案第２１号 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護 

             を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例につい 

             て 

日程第２５ 議案第２２号 小野町税条例等の一部を改正する条例について 
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日程第２６ 議案第２３号 小野町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 

日程第２７ 議案第２４号 小野町町営住宅等条例の一部を改正する条例について 

日程第２８ 議案第２５号 小野町除染対策事業特別会計設置条例を廃止する条例について 
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日程第２９ 議案第２６号 公の施設の指定管理者の指定について 

             〔上程、説明、質疑〕 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村上昭正君） ただいまから、平成29年小野町議会定例会２月会議を開きます。 

  ただいま出席している議員は12名で定足数に達しており、会議は成立いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（村上昭正君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（村上昭正君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員に、会議規則第125条の規定により、議長において、 

     ８番 遠 藤 英 信 議員 

     ９番 久 野   峻 議員 

 を指名いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議会運営委員長報告 

○議長（村上昭正君） 日程第２、定例会２月会議の日程等について議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長。 

  ４番、宗像芳男議会運営委員長。 

〔議会運営委員会委員長 宗像芳男君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（宗像芳男君） 去る２月13日に開催した議会運営委員会の結果について報告いたしま

す。 

  平成29年小野町議会定例会２月会議の会議日程については、２月16日から２月24日までの９日間を目途に進

めることといたしました。 

  次に、議案の採決方法について、議案第１号及び議案第９号については起立採決とし、議案第２号から議案

第８号まで及び議案第10号から議案第26号までについては簡易採決により行うことといたしました。 

  以上をもって報告といたします。 

○議長（村上昭正君） ただいまの議会運営委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議会運営委員長報告のとおり、定例会２月会議の日程は本日から２月24日までの９日間を目途

に進めることといたします。 

  次に、議案の採決方法について、議案第１号及び議案第９号については起立採決とし、議案第２号から議案

第８号まで及び議案第10号から議案第26号までについては簡易採決により行うことといたします。 

  定例会２月会議の日程については、お手元に配付のとおりであります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（村上昭正君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  最初に、地方自治法第121条第１項の規定に基づき、出席を求めましたのは、町長、教育委員会委員長、農

業委員会会長及び代表監査委員であり、その委任を受けました者の名簿は、お手元に配付のとおりであります。 

  次に、監査委員から例月出納検査報告書が提出されております。お手元に配付のとおりであります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１号～議案第８号の上程 

○議長（村上昭正君） 議案の上程を行います。 

  日程第４、議案第１号 平成28年度小野町一般会計補正予算（第５号）から日程第11、議案第８号 平成28

年度小野町水道事業会計補正予算（第３号）まで、８議案を一括して議題といたします。 

  事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

  吉田事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１号～議案第８号の説明 

○議長（村上昭正君） 町長の提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

  大和田町長。 

〔町長 大和田 昭君登壇〕 

○町長（大和田 昭君） 平成29年小野町議会定例会２月会議が開催されるに当たり、平成29年度一般会計予算
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をはじめとする重要な議案を提出いたしました。 

  以下、その概要をご説明申し上げますが、それに先立ち今般判明いたしました固定資産税等の課税誤りにつ

きましては、納税者の方々、町民の皆様、議員の皆様に多大なご迷惑をおかけするとともに、公正で適正な課

税を旨としなければならない税務行政にあって、その信頼を著しく損ねたことに対しまして、深くお詫び申し

上げます。 

  今回の件は、固定資産税とそれをもとに税額の一部を算出した国民健康保険税について課税誤りがあったわ

けでありますが、早急に還付できるように作業を進めており、またこのような課税誤りを二度と起こさないよ

う、事務処理体制を強化し、職員の知識、技術の向上に努め、再発防止に万全を期して参ります。また、町政

への信頼回復に向け、私が先頭に立ち取り組んで参りますので、ご理解をお願いいたします。 

  それでは、町政執行に係る、所信の一端を申し述べさせていただきます。 

  私は町長就任以来、企業誘致をはじめ、震災や原発事故からの確かな復興と、人口減少に歯どめをかけ、元

気な町づくりを目指し、各種施策に取り組んできたところであります。 

  その中で、地方は今、地方創生という地域自らが創造し、地域の特性を活かした地域づくりが求められてお

ります。これらを踏まえ、町は高齢化・少子化が進む中、人口減少の加速化に歯どめをかけるべく、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略及び過疎地域自立促進計画に定めた結婚・出産対策をはじめ各種子育て支援施策を推

進するため、本年度より子育て支援をはじめとする、人口減少対策に力点を置いた本格的な取り組みを行って

いるところであります。 

  本年度創設した子育て支援課において、子育てに係る環境整備や出会いの場の創出による結婚・出産に繋が

る施策等を一元的に推進しているところであり、その施策等の実現に向けた本定例会に子供の育成や子育て支

援に関する包括的な調査審議を行うための会議を設置する条例制定案と、妊娠期から子育て期にわたるまで

様々なニーズに対応して、総合的相談支援を提供するワンストップ拠点となる子育て世代包括支援センター設

置の条例制定案を上程させていただいているところであり、引き続き安心して子育てができるまちづくりを目

指す所存であります。 

  また、ただいま申し上げました創生総合戦略の実施に係る地方創生交付金事業に関する取り組みについてで

ありますが、平成27年度繰り越し事業として地方創生加速化交付金を活用し、本年度、小野運動公園内に屋外

遊び場の整備等に取り組むとともに、おのまち中心市街地にぎわい創出事業としてまちの魅力向上のため、キ

ッチンカー及びトレーラーハウスを新たに整備したところであります。 

  更に、創生総合戦略において若者の定住支援を推進しており、平成28年12月に地域交通の要衝である小野イ

ンターチェンジ付近で未利用となっていた旧アルパイン独身寮の土地建物を取得したところであります。 

  今回、未来への投資に向けて、創生総合戦略に基づく自主的・主体的な地域拠点づくりなどの施設整備事業

として旧アルパイン独身寮に係る改修事業が、新たに国の平成28年度第二次補正で創設された地方創生拠点整

備交付金の対象事業として本年２月に決定を受けたことに伴い、施設の改修等に関する関連の補正予算を本定

例会に上程させていただいているところであり、施設を改修し、移住、定住等の拠点とした環境整備に取り組

み、定住人口の増加、町の活性化等に繋げていきたいと考えております。 

  さて、平成29年度の当初予算につきましては、第四次小野町振興計画後期基本計画に基づく諸施策まち・ひ
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と・しごと創生総合戦略や過疎地域自立促進計画に基づく事業等に重点的に予算の配分を行い編成したもので

あります。 

  また、地方交付税は若干の増加が見込まれますが、その他の各種交付金や財産収入などの一般財源の縮小が

懸念されることから、積極的に財源の確保に取り組むとともに、事業量、費用対効果等を徹底的に見きわめ、

多様化する町民からの要望を適切に反映させるため、組織横断的な視点で編成作業を行った上で、歳入に見合

った歳出の原則を堅持しながら、選択と集中により効率的な事業の推進を図るべく編成したものであります。 

  まちは人口減少の加速化に歯どめをかけるべく、引き続き、町の喫緊の課題として捉えている人口減少対策

に取り組んでいきたいと考えており、特に子供を産み育てやすい環境の向上に重点を置いていきたいと考えて

おります。 

  また、小野町の優れた地域資源である小野インターチェンジの活用を改めて検討したいと考えております。

インターチェンジ周辺には、先に申し上げました旧アルパイン寮や既存の小野運動公園があり、ふくしま復興

再生道路・県道吉間田滝根線の開通も平成30年代前半になるなど、小野インターチェンジは今後小野町や周辺

地域発展の起爆剤となる資質を十分備えていると考えており、開発の可能性について調査・研究を進めていく

所存であります。 

  次に、第四次小野町振興計画平成29年度実施計画において、重点的に進める主な事業についてご説明申し上

げます。 

  まず、初めに基本目標の「すこやか」における子育て、健康づくり環境プロジェクトの重点事業として、子

育てしやすいまちづくり事業でありますが、安心して出産・子育てができるよう、支援サービスの整備・充実

をより一層図り、子育てしやすいまちづくりを加速化させます。 

  次に、公立小野町地方綜合病院の医師確保支援でありますが、夜間・休日診療や一部診療科目の休止が続い

ている公立小野町地方綜合病院に対し、医師確保のための支援を強化し、早期に夜間・休日診療、休止してい

る診療科の再開を目指します。 

  次に、基本目標の「はぐくみ」における未来を担う人づくりプロジェクトの重点事業として、小中学校学力

向上対策事業でありますが、平成29年度においては、小中学校の学力調査について基礎力調査に加え、より教

育効果が検証できる応用力調査を実施するほか、中学校の夏季休業期間の課外授業について、地元出身大学生

等による基礎学力対策に継続して取り組むとともに、新たに外部講師活用による受験対策を実施します。 

  次に、基本目標の「げんき」における産業活性化プロジェクトの重点事業として、小野インターチェンジ周

辺整備構想策定事業でありますが、まちの優れた地域資源である小野インターチェンジの周辺を活用し、人を

呼び込み、産業・文化・観光などによる交流を促進し、まちの更なる発展を目指すものであり、平成29年度に

おいては小野インターチェンジ周辺の開発の可能性を探ります。 

  次に、発酵のまちづくり推進事業でありますが、昨年11月に小野町の名誉町民である小泉武夫先生が会長を

務める全国発酵のまちづくりネットワーク協議会への加入を契機として、小野町にちなんだ発酵食品の開発を

行い、発酵のまちづくりを進めて参ります。 

  次に、基本目標の「さわやか」における産業活性化プロジェクトの重点事業として、塵芥処理事業について

でありますが、ごみ収集体制の充実とごみ減量化により、生活環境の整備と快適環境のまちづくりを推進する
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ため、現在は町内の一部地域のみで実施している可燃ごみ収集の週２回実施を町内全域に拡大するとともにご

み収集所の整備充実を図ります。 

  次に、基本目標の「あんしん」における暮らしの安全・安心プロジェクトの重点事業として、防災行政無線

施設等管理事業でありますが、町内の全世帯・全事業所を対象として戸別受信機を整備するとともに、送受信

設備のアナログからデジタルへの更新と、老朽化に伴う屋外子局の更新を実施するものであります。 

  次に、新公共交通システム整備事業でありますが、今後増加が懸念されている高齢者等を中心とする交通弱

者の移動手段の支援のため、タクシー利用料金の一定額以上の補助を行うものであります。 

  また、このほかにも新規事業の主なものとして、安全・安心のまちづくりに資するため、防犯カメラ設置に

よる地域防犯の向上やドローン購入による災害時等の情報収集の向上、ペットと飼い主とのかかわり方の多様

性に対応するペット火葬場の整備などを行う考えであります。 

  以上、平成29年度予算編成における基本方針、及び主な施策の一端を述べさせていただきました。 

  本町を取り巻く諸情勢は、依然、少子高齢化等により厳しい状況にありますが、子育て支援を重点的に進め

るとともに、先人から引き継いだ豊かな自然環境や貴重な地域資源、継承された文化の融合を図りながら、町

民の皆様がふるさと小野町に誇りと愛着を持ち、喜びと幸せを実感できる安心・安全なまちを作りたいと考え

ております。 

  また、安心して日々の生活を営んでいけるよう、災害に強く、あぶくま高原の交通の要衝という特色を前面

に押し出し、農・商・工の調和がとれ、「地域」が輝く元気なまちを目指し、各種施策を積極的に実施して参

りますので、議員各位の、なお一層のご支援、ご指導、ご協力を重ねてお願い申し上げます。 

  それでは、平成29年小野町議会定例会２月会議に提出をいたしました議案の、提案理由をご説明申し上げま

す。 

  初めに、議案第１号 平成28年度小野町一般会計補正予算（第５号）についてでありますが、既定の歳入歳

出予算の総額に、１億9,432万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を53億3,925万6,000円とする補正予算で

あります。 

  歳入において、個人町民税、地方消費税交付金、特別交付税、地方創生拠点整備交付金、東日本大震災復興

支援基金繰入金、一般補助施設整備等事業債等を増額し、法人町民税、町たばこ税、震災復興特別交付税、臨

時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金事業国庫補助金、過疎対策事業債等を減額するものであり

ます。 

  歳出におきまして、増額するものといたしましては、まず初めに、国の平成28年度第二次補正予算で創設さ

れた地方創生拠点整備交付金事業に伴い、旧アルパイン独身寮に係る改修費等を新たに計上しております。 

  なお、事業名を（仮称）笑顔とがんばり定住サポート館整備事業とし、改修事業に係る工事請負費や備品購

入費など、総額で１億3,031万6,000円の計上となっているものです。 

  その他におきまして、地方バス路線維持対策事業補助金、公立小野町地方綜合病院企業団負担金、財政調整

基金・減債基金・公共施設等建設準備基金積立金などを増額しております。 

  減額するものといたしまして、臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金、認定こども園地質調

査・造成測量設計業務委託料、小学校児童及び中学校生徒用パソコン購入費などであります。 
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  また、（仮称）笑顔とがんばり定住サポート館整備事業のほか５事業について、繰越明許費を設定させてい

ただき、平成29年度に事業を繰り越して実施するものであります。 

  次に、議案第２号 平成28年度小野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてでありますが、既

定の歳入歳出予算の総額から420万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を15億2,674万4,000円とする補正予

算であります。 

  歳入において、国民健康保険税、国庫支出金、県支出金などを減額し、療養給付費交付金、共同事業交付金

などを増額するものです。 

  歳出において、保険給付費の各費目における年間見込み額を増減補正するものであり、一般被保険者療養給

付費などを減額し、退職被保険者等療養給付費などを増額するものであります。 

  次に、議案第３号 平成28年度小野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてでありますが、

既定の歳入歳出予算の総額から395万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を１億420万5,000円とする補正予

算であります。 

  歳入において、後期高齢者医療保険料などを減額し、歳出において、後期高齢者医療広域連合納付金などを

減額するものであります。 

  次に、議案第４号 平成28年度小野町除染対策事業特別会計補正予算（第２号）についてでありますが、既

定の歳入歳出予算の総額から790万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を744万5,000円とする補正予算であ

ります。 

  歳入において、除染対策事業交付金を減額し、歳出において、仮置場原状回復工事費など減額するものであ

ります。 

  次に、議案第５号 平成28年度小野町介護保険特別会計補正予算（第３号）についてでありますが、既定の

歳入歳出予算の総額から2,549万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を12億3,127万円とする補正予算であ

ります。 

  歳入において、普通徴収保険料、国庫支出金、県支出金などを減額し、歳出において、地域医療介護総合確

保基金事業補助金などを減額するほか、保険給付費等の各費目において年間見込み額の増減補正をするもので

あります。 

  また、介護保険システム改修事業について、繰越明許費を設定させていただき、平成29年度に事業を繰り越

して実施するものであります。 

  次に、議案第６号 平成28年度小野町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第３号）についてであります

が、既定の歳入歳出予算の総額から711万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を7,000万円とする補正予算

であります。 

  歳入において、循環型社会形成推進交付金、下水道事業債などを減額し、歳出において、浄化槽設置工事費

などを減額するものであります。 

  次に、議案第７号 平成28年度小野町文化・体育振興基金特別会計補正予算（第２号）についてであります

が、既定の歳入歳出予算の総額に95万円を追加し、歳入歳出予算の総額を453万6,000円とする補正予算であり

ます。 
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  歳入において、文化・体育振興基金造成一般寄付金を増額し、同様に一般会計繰入金を増額するものであり

ます。 

  また、歳出において、一般寄付金、一般会計繰入金の合計額分を文化・体育振興基金積立金へ積み立てする

ものであります。 

  議案第８号 平成28年度小野町水道事業会計補正予算（第３号）についてでありますが、収益的収支につき

ましては、収入について354万円を減額し、総額１億6,738万円、支出について、407万4,000円を減額し、総額

１億6,076万7,000円とするものであります。 

  収入において、水道使用料を減額、消火栓改修工事負担金などを増額し、支出において、浄水設備保守点検

委託料などを減額するものであります。 

  資本的収支につきましては、収入について、370万6,000円を減額し、総額6,547万3,000円、支出について、

532万1,000円を減額し、総額１億3,877万5,000円とするものであります。 

  収入において、企業債を減額、工事負担金を増額し、支出において、浄水場ポンプ改修工事費などを減額す

るものであります。 

  以上、議案第１号から議案第８号までの平成28年度各会計補正予算８案件につきましてご説明を申し上げま

したが、いずれも真に必要な補正予算であります。 

  なお、細部につきましては、それぞれ副町長以下、関係課長等に説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、

ご議決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案の説明といたします。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（村上昭正君） 暫時休議といたします。 

  これより、ただいま町長から報告ありました、最近の主な行政諸般の内容を記載した書面を配付いたします。 

 

休憩 午前１０時３０分 

 

再開 午前１０時３１分 

 

○議長（村上昭正君） 配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） なければ再開いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１号の質疑 

○議長（村上昭正君） 議案に対する質疑を行います。 

  初めに、議案第１号 平成28年度小野町一般会計補正予算（第５号）について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第１号について質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２号～議案第８号の質疑 

○議長（村上昭正君） 次に、議案第２号 平成28年度小野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）から議

案第８号 平成28年度小野町水道事業会計補正予算（第３号）までの７議案について一括して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第２号から議案第８号までの７議案について質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第９号～議案第１６号の上程 

○議長（村上昭正君） 日程第12、議案第９号 平成29年度小野町一般会計予算から日程第19、議案第16号 平

成29年度小野町水道事業会計予算まで８議案を一括して議題といたします。 

  事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

  吉田事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第９号～議案第１６号の説明 

○議長（村上昭正君） 町長の提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

  大和田町長。 

〔町長 大和田 昭君登壇〕 

○町長（大和田 昭君） 次に、議案第９号から議案第16号、平成29年度各会計当初予算８案件につきまして、

ご説明を申し上げます。 

  初めに、議案第９号 平成29年度小野町一般会計予算についてでありますが、歳入歳出予算の総額を、歳入

歳出それぞれ52億6,300万円とするもので、平成28年度当初予算に対し、３億4,000万円、6.91％の増となるも

のであります。 
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  一般会計の主な内容でありますが、歳入につきましては、町税が1.75％増の９億6,463万1,000円、地方交付

税が、普通交付税及び震災復興特別交付税の増により、2.97％増の18億7,400万円、国庫支出金が、9.54％減

の３億4,377万円、県支出金が12.73％減の３億188万円、町債が、68.1％増の９億320万円などを見込むもので

あります。 

  続きまして歳出でありますが、小野インターチェンジ周辺整備構想策定業務委託料、小野高等学校との連携

推進事業費、防犯カメラ設置工事費、障がい児日中一時支援事業実施施設整備補助金、子育てしやすいまちづ

くり事業費、ペット火葬場整備工事費、発酵のまちづくり事業費、林業専用道整備事業町負担金、プレミアム

付商品券発行事業補助金、百目木・堀切線整備工事費、右支夏井川河川改修事業町負担金、小野公園施設長寿

命化計画策定調査委託料、公営住宅長寿命化工事費、消防団装備品購入費、防災行政無線デジタル化工事費、

小中学校学力向上対策事業費などを計上するものであります。 

  次に、議案第10号 平成29年度小野町国民健康保険特別会計予算についてでありますが、歳入歳出予算の総

額を前年度対比2.74％増の15億2,662万7,000円とするものであります。 

  歳出において、保険給付費、後期高齢者支援金等、共同事業拠出金などを見込み、歳入において、国民健康

保険税、国庫支出金、前期高齢者交付金、共同事業交付金などを見込むものであります。 

  次に、議案第11号 平成29年度小野町後期高齢者医療特別会計予算についてでありますが、歳入歳出予算の

総額を前年度対比0.91％増の１億893万9,000円とするものであります。 

  歳入において、後期高齢者医療保険料を見込み、同額を歳出において後期高齢者医療広域連合納付金に充て

るものであります。 

  次に、議案第12号 平成29年度小野町介護保険特別会計予算についてでありますが、歳入歳出予算の総額を

前年度対比3.84％増の12億6,641万6,000円とするものであります。 

  歳出において高齢者福祉計画・第７期介護保険計画策定業務委託料、保険給付費などを見込み、歳入におい

て介護保険料、国庫支出金などを見込むものであります。 

  次に、議案第13号 平成29年度小野町介護保険サービス事業特別会計予算についてでありますが、歳入歳出

予算の総額を前年度対比91.53％減の27万7,000円とするものであります。 

  歳入において介護予防サービス計画収入などを見込み、歳出において介護保険特別会計繰出金などを見込む

ものであります。 

  次に、議案第14号 平成29年度小野町浄化槽整備推進事業特別会計予算についてでありますが、歳入歳出予

算の総額を前年度対比5.06％増の9,174万9,000円とするものであります。 

  歳入において浄化槽設置分担金、浄化槽使用料、下水道事業債などを見込み、歳出において浄化槽設置工事

費などを見込むものであります。 

  次に、議案第15号 平成29年度小野町文化・体育振興基金特別会計予算についてでありますが、歳入歳出予

算の総額を前年度対比13.74％減の251万1,000円とするものであります。 

  歳入において、文化・体育振興基金繰入金を計上し、歳出において、文化振興事業費、体育振興事業費に充

てるものであります。 

  次に、議案第16号 平成29年度小野町水道事業会計予算についてでありますが、収益的収支におきましては、



－13－ 

前年度対比収入において、0.66％減の１億6,960万9,000円、支出において、4.1％減の１億5,783万3,000円と

定め、資本的収支におきましては、前年度対比収入において、42.1％減の4,541万4,000円、支出において、

26.2％減の１億708万8,000円とするものであります。 

  主な内容でありますが、収益的収支において、収入では水道使用料などを見込み、支出では、浄水施設維持

管理費用、減価償却費、企業債利息などを計上するものであります。 

  資本的収支において収入では、工事負担金、企業債、一般会計補助金などを見込み、支出では、石綿セメン

ト配水管布設替工事費、重要給水施設配水管布設替工事費などを見込むものであります。 

  以上、議案第９号から議案第16号までの平成29年度各会計予算８案件につきましてご説明を申し上げました

が、なお細部につきましては、それぞれ副町長以下、関係課長等に説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、

ご議決を賜りますようお願いを申し上げまして提案の説明といたします。よろしくお願いを申し上げます。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第９号の質疑 

○議長（村上昭正君） 議案に対する質疑を行います。 

  初めに、議案第９号 平成29年度小野町一般会計予算について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第９号について質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１０号～議案第１６号の質疑 

○議長（村上昭正君） 次に、議案第10号 平成29年度小野町国民健康保険特別会計予算から議案第16号 平成

29年度小野町水道事業会計予算までの７議案について、一括して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第10号から議案第16号までの７議案について、質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１７号～議案第１９号の上程 

○議長（村上昭正君） 日程第20、議案第17号 小野町ふるさと応援寄付金基金条例についてから日程第22、議
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案第19号 小野町子育て世代包括支援センター設置条例についてまで３議案を一括して議題といたします。 

  事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

  吉田事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１７号～議案第１９号の説明 

○議長（村上昭正君） 町長の提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

  大和田町長。 

〔町長 大和田 昭君登壇〕 

○町長（大和田 昭君） 次に、議案第17号から議案第19号までの、条例制定案件３件につきましてご説明をい

たします。 

  初めに、議案第17号 小野町ふるさと応援寄付金基金条例についてでありますが、本案につきましては、小

野町を応援するために寄せられるふるさと応援寄付金を魅力あるまちづくり実現のため積み立てし、必要な事

業に振り分け等を行い運用することを目的に基金を造成するため、新たに条例を制定し、平成29年４月１日よ

り施行するものであります。 

  次に、議案第18号 小野町子ども・子育て会議条例についてでありますが、本案につきましては、子ども・

子育て支援法において子ども・子育てに関する事務を処理する合議制の機関を条例で定め設置するよう努めな

ければならないとされていることから、子どもの育成や子育て支援に関する包括的な調査審議を行う会議を設

置するため、新たに条例を制定し、平成29年４月１日より施行するものであります。 

  次に、議案第19号 小野町子育て世代包括支援センター設置条例についてでありますが、本案につきまして

は、児童福祉法等の改正により妊娠期から子育て期にわたるまで様々なニーズに対応して、総合的相談支援を

提供するワンストップ拠点となる子育て世代包括支援センターの設置が努力義務とされていることから、安心

して子育てができるまちづくりを推進するため、今年度新設した子育て支援課内に小野町子育て世代包括支援

センターを設置する条例を制定し、平成29年４月１日より施行するものであります。 

  なお、従来の小野町母子健康センターの所掌事務を小野町子育て世代包括支援センターで引き継ぎ行うこと

となるため小野町母子健康センター設置条例は廃止するものであります。 

  以上、議案第17号から議案第19号までの条例制定案件３件につきまして、ご説明を申し上げましたが、なお、

細部につきましては、それぞれ副町長以下、関係課長等に説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、ご議決

を賜りますようお願いを申し上げまして、提案の説明といたします。よろしくお願いを申し上げます。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 
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◎議案第１７号～議案第１９号の質疑 

○議長（村上昭正君） 議案に対する質疑を行います。 

  議案第17号 小野町ふるさと応援寄付金基金条例についてから議案第19号 小野町子育て世代包括支援セン

ター設置条例についてまでの３議案について一括して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第17号から議案第19号までの３議案について質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２０号～議案第２４号の上程 

○議長（村上昭正君） 日程第23、議案第20号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてから日

程第27、議案第24号 小野町町営住宅等条例の一部を改正する条例についてまでの５議案を一括して議題とい

たします。 

  事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

  吉田事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２０号～議案第２４号の説明 

○議長（村上昭正君） 町長の提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

  大和田町長。 

〔町長 大和田 昭君登壇〕 

○町長（大和田 昭君） 次に、議案第20号から議案第24号までの条例の一部改正、５案件につきましてご説明

をいたします。 

  議案第20号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本改正案につきましては、

平成28年10月７日付で福島県人事委員会の職員の給与に関する勧告に準じ、所要の改正を行うものであります。 

  改正内容につきましては、配偶者に係る扶養手当の見直しとして、配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係

る手当額と同額まで減額し、子に係る手当額を引き上げる内容で、平成29年４月１日から段階的に施行するも

のであります。 
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  議案第21号 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例についてでありますが、当該法律の一部を改

正する法律が平成29年１月１日施行されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

  改正内容につきましては、育児休業に係る「子」の範囲について、職員が特別養子縁組の成立に係る監護を

現に行う子、養子縁組里親である職員に委託されている子などについて拡大されたことから、関係する小野町

職員の育児休業等に関する条例及び小野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の所要の改正を行うもので、

平成29年４月１日から施行するものであります。 

  次に、議案第22号 小野町税条例等の一部を改正する条例についてでありますが、本案は地方税法の一部を

改正する法律等の施行に伴い小野町税条例について所要の改正を行うものであります。 

  改正内容としては、1つ目として個人の所得税控除の該当になる寄付先の法人呼称を変更するもので、「仮

認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に改正を行い、平成29年４月１日から施行する

ものであります。 

  ２つ目として、個人住民税における住宅ローン控除適用期限について２年延長する改正を行うもので、公布

の日から施行するものであります。 

  ３つ目として、軽自動車税のグリーン化特例の適用期限を１年間延長する改正で、一定の環境性能を満たす

車両について、一年度分についてのみ税率を軽減するもので平成28年４月１日から平成29年３月31日までに初

めて検査を受けた燃費性能が優れた車両が対象になるもので、平成29年４月１日から施行するものであります。 

  ４つ目として、消費税を引き上げることが前提の改正でありますが、平成31年10月１日から法人住民税の法

人税割を9.7％から6.0％に引き下げるものです。これは地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を

図るために行うもので、引き下げた法人税割分を国税で徴収し交付税で配分するもので、平成31年10月１日か

ら施行するものであります。 

  ５つ目も消費税を引き上げることが前提の改正であり、平成31年９月に県税の自動車取得税を廃止して、同

年10月から町の軽自動車税に「環境性能割」を新設し課税するものです。現在の軽自動車税は「種別割」とな

り平成32年度から課税するもので、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の２つで課税するようになるた

め所要の改正を行うもので、平成31年10月１日から施行するものであります。ただし、種別割は年度途中とな

るため、平成32年度以降の年度分の種別割から適用するものであります。 

  議案第23号 小野町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本改

正案につきましては、介護保険施行令の一部を改正する政令が公布され、平成29年４月１日に施行となること

から所要の改正を行うものであります。 

  改正内容としては、平成29年度介護保険料の段階判定に係る合計所得金額に長期譲渡所得及び短期譲渡所得

に係る特別控除額を控除した額を用いることとなるため改正を行うもので、平成29年４月１日から施行するも

のであります。 

  議案第24号 小野町町営住宅等条例の一部を改正する条例についてでありますが、町営住宅の老朽化等に伴

い住宅の解体を行ったことにより、住宅管理戸数を改めるもので、公営住宅法に基づき設置した住宅戸数につ

いて舘廻団地の戸数を８戸から６戸に、槻木内Ｓ団地の戸数を２戸から１戸に、須和間団地の戸数を３戸から
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２戸に、品ノ木団地の戸数を２戸から１戸にそれぞれ改め、合計の団地戸数を250戸から245戸に改めるもので、

平成29年４月１日から施行するものであります。 

  以上、議案第20号から議案第24号までの条例の一部改正案件５件につきましてご説明を申し上げましたが、

なお細部につきましてはそれぞれ副町長以下、関係課長等に説明をいたさせますので、慎重ご審議の上ご議決

を賜りますようお願いを申し上げまして、提案の説明といたします。よろしくお願いを申し上げます。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２０号～議案第２４号の質疑 

○議長（村上昭正君） 議案に対する質疑を行います。 

  議案第20号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてから議案第24号 小野町町営住宅等条

例の一部を改正する条例についてまでの５議案について一括して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第20号から議案第24号までの５議案について質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２５号の上程 

○議長（村上昭正君） 日程第28、議案第25号 小野町除染対策事業特別会計設置条例を廃止する条例について

を議題といたします。 

  事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

  吉田事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２５号の説明 

○議長（村上昭正君） 町長の提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

  大和田町長。 

〔町長 大和田 昭君登壇〕 

○町長（大和田 昭君） 次に、議案第25号 小野町除染対策事業特別会計設置条例を廃止する条例についてで
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ありますが、本案につきましては東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故により実施していた

除染対策事業の円滑な運営とその経理の適正を図ることを目的に設置したものでありますが、除染対策事業が

終了したことから、平成29年４月１日をもって廃止するものであります。 

  ただし、経過措置により平成28年度の収入及び支出並びに決算につきましては、平成29年５月31日までの効

力を有するとするものであります。 

  以上、議案第25号、条例の廃止案件１件につきましてご説明を申し上げましたが、なお細部につきましては、

それぞれ副町長以下、関係課長等に説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、ご議決を賜りますようお願い

を申し上げまして提案の説明といたします。よろしくお願いを申し上げます。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２５号の質疑 

○議長（村上昭正君） 議案に対する質疑を行います。 

  議案第25号 小野町除染対策事業特別会計設置条例を廃止する条例について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第25号について、質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２６号の上程 

○議長（村上昭正君） 日程第29、議案第26号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 

  事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

  吉田事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２６号の説明 

○議長（村上昭正君） 町長の提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

  大和田町長。 

〔町長 大和田 昭君登壇〕 
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○町長（大和田 昭君） 次に、議案第26号 公の施設の指定管理者の指定についてでありますが、本案につき

ましては、日影南麓緑とのふれあいの森公園の指定管理者を特定非営利活動法人小野自然倶楽部へ平成29年４

月１日より平成34年３月31日までの５年間、公の施設の指定管理者として指定したいため、地方自治法第244

条の２、第６項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

  以上、議案第26号、指定管理者の指定案件１件につきましてご説明を申し上げましたが、なお細部につきま

してはそれぞれ副町長以下、関係課長等に説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、ご議決を賜りますよう

お願いを申し上げまして、提案の説明といたします。よろしくお願いを申し上げます。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２６号の質疑 

○議長（村上昭正君） 議案に対する質疑を行います。 

  議案第26号 公の施設の指定管理者の指定について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第26号について質疑を終わります。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案の委員会付託 

○議長（村上昭正君） 日程第30、議案の委員会付託を行います。 

  お手元に配付の付託事件表をご覧願います。 

  本案のとおり常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議ありませんので、付託事件表のとおり常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（村上昭正君） 以上をもって本日の会議日程は全部終了いたしました。 

  本日の会議はこれをもって散会といたします。 

 

散会 午前１１時０５分 


